
議案１  

副会長の選任について 

 

１．選任理由      

    平成26年8月28日畑副会長逝去に伴い、後任副会長の選任を行うもの 

 

 ２．選任方法 

    委員の互選による 

 

 

 

   ＜恵庭市史編さん委員会設置条例抜粋＞ 

 

 

 

 

 

 

    

 

（会長および副会長） 

  第4条  委員会は、会長および副会長を置く。 

 ２ 会長および副会長は、委員が互選する。 

 ３ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

 ４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を 

代理する。 

  


